
 

議案第17号 

 

令和８年度貝塚市介護保険事業特別会計予算 

 

令和８年度貝塚市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

(歳入歳出予算) 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,211,337千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

(債務負担行為) 

第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第

２表 債務負担行為」による。 

(一時借入金) 

第３条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、600,000千円

と定める。 

(歳出予算の流用) 

第４条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用する

ことができる場合は、次のとおりと定める。 

(１) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における

同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

(２) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれら

の経費の各項の間の流用。 

 

令和８年２月24日提出 

貝塚市長 牛 尾 治 朗  

 

 

 

 

 

 

 
222



　歳　入 (単位   千円) 　歳　出 (単位   千円)

1. 保険料 1,616,245 1. 総務費 207,688

1. 介護保険料 1,616,245 1. 総務管理費 50,363

2. 使用料及び手数料 3 2. 徴収費 23,078

1. 手数料 3 3. 介護認定審査会費 132,379

3. 国庫支出金 2,201,750 4. 推進委員会費 768

1. 国庫負担金 1,652,269 5. 趣旨普及費 1,100

2. 国庫補助金 549,481 2. 保険給付費 8,739,644

4. 支払基金交付金 2,416,172 1. 介護サービス等諸費 8,097,402

1. 支払基金交付金 2,416,172 2. 介護予防サービス等諸費 250,528

5. 府支出金 1,219,422 3. その他諸費 7,500

1. 府負担金 1,188,115 4. 高額介護サービス等費 232,927

2. 府補助金 31,307 5. 高額医療合算介護サービス等費 39,448

6. 繰入金 1,754,383 6. 特定入所者介護サービス等費 111,839

1. 一般会計繰入金 1,431,082 3. 地域支援事業費 228,093

2. 基金繰入金 323,301 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 152,900

7. 繰越金 3,100 2. 一般介護予防事業費 37,271

1. 繰越金 3,100 3. 包括的支援事業・任意事業費 37,262

8. 諸収入 262 4. その他諸費 660

1. 延滞金加算金及び過料 30 4. 公債費 600

2. 雑入 232 1. 公債費 600

9,211,337 5. 諸支出金 34,312

1. 償還金及び還付加算金 3,100

2. 繰出金 31,212

6. 予備費 1,000

1. 予備費 1,000

9,211,337

款 項 金　　　額

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 

款 項 金　　　額

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 
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事　　　　　　　項 期　　　間　 限　度　額

令和8年度

～ 44,665千円

令和11年度

令和8年度

～ 25,812千円

令和10年度

令和8年度

～ 21,120千円

令和9年度

健康アプリ導入によるフレイル予防事業

第２表　　債　務　負　担　行　為

要 介 護 認 定 等 業 務 委 託 事 業

貝 塚 市 高 齢 者 紙 お む つ 支 給 事 業
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